
（平成２７年３月１１日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 21 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 20 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 2 件



関東（茨城）国民年金 事案 5578 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年４月から同年６月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 37 年 10 月から 38 年７月まで 

    申立期間については、次姉が家族（長姉、次姉、兄及び私）の国民年

金の加入手続を行い、国民年金保険料を４人分一緒に納付していたはず

である。 

申立期間を国民年金保険料納付済期間に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立人の次姉が家族（長姉、次姉、兄及び申立人）の国民

年金の加入手続を行い、国民年金保険料を４人分一緒に納付していたは

ずであると申述しているところ、オンライン記録によると、申立人には

二つの国民年金手帳記号が払い出されており、最初の国民年金手帳記号

番号（＊）は、兄、長姉及び次姉と連番になっており、当該記号番号前

後の被保険者の資格取得時期から、昭和 35 年 11 月頃に払い出されたと

推認され、このことからすると、申立期間の国民年金保険料を納付する

ことは可能である。 

また、オンライン記録によると、国民年金保険料徴収事務が始まった

昭和 36 年４月から 37 年９月までの期間は、上記の申立人を含む４人全

員の保険料が納付済みである上、申立期間のうち、38 年４月から同年

６月までの期間は、長姉、次姉及び兄の保険料が納付済みとなっている

ことから、申立人の次姉が申立人の当該期間の保険料を納付したと考え

ても不自然ではない。 

 

２ 一方、申立期間のうち、昭和 37 年 10 月から 38 年３月までの期間は、



国民年金被保険者台帳及びオンライン記録によると、申立人の長姉は申

立人が婚姻した後に実施された第２回特例納付により国民年金保険料を

納付している上、兄は未納となっているなど、保険料を４人分一緒に納

付していたとする次姉が、申立人の当該期間の保険料を納付していた状

況は見当たらない。 

また、申立期間のうち、昭和 38 年７月は、「Ａ共済組合期間確認照

会回答票」によると、申立人が同組合の被組合員資格を取得したのは、

同年７月 29 日と記録されていることから、当該月は、国民年金の被保

険者とはなり得ない期間である。 

さらに、申立人の二つ目の国民年金手帳記号番号（＊）は、当該記号

番号前後の被保険者の資格取得時期から、昭和44年８月頃に夫婦連番で

払い出されたと推認されるが、当該払出時点では、申立期間のうち、37

年10月から38年３月までの期間及び同年７月の国民年金保険料は時効に

より納付できない上、申立人が当該期間の保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

加えて、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に上記二つの国民年金手帳記号番号のほかに、別の国民年金手帳

記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち、

昭和 38 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 

 

 



関東（茨城）厚生年金 事案 8965 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、その主張する標準報

酬月額（30 万円）であったと認められることから、申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 30 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 36 年生 

住    所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成８年 10 月１日から９年８月１日まで 

国（厚生労働省）の記録によると、Ａ社Ｂ工場に勤務していた申立期

間の標準報酬月額は 59 万円と記録されているが、保管する給与明細書

によると実際にもらっていた給料は 30 万円くらいだった。将来の給付

額が減額されることも承知しているので、申立期間の標準報酬月額の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は保管する給与明細書から申立期間に係る給与は、30 万円くら

いであったと主張し、記録の訂正を求めているところ、オンライン記録に

おいて、当該期間に係る標準報酬月額は 59 万円と記録されている。 

しかしながら、日本年金機構Ｃ事務センターは「給与明細書等の資料を

確認したところ、平成８年５月から７月までを算定対象月とする定時決定

に該当すると思料する。」と回答しており、申立人から提出された給与明

細書における、平成８年５月から同年７月までの算定対象月の総支給額の

平均は、標準報酬月額 30 万円に見合う額であることから、同年 10 月から

の標準報酬月額は 30 万円であることが認められる。 

また、上記給与明細書により、申立期間の給与から標準報酬月額 30 万

円に相当する厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

さらに、Ｄ厚生年金基金から提出された基金加入員台帳における申立人

の申立期間に係る標準報酬月額は 30 万円と記録されている。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は

30 万円であることが認められることから、当該記録を 30 万円に訂正する

ことが妥当である。 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8966 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①は９万 7,000 円、申立期間②は３万 8,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、３万 8,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

申立期間①について、事業主の回答及び上記資料により、平成 20 年５

月 30 日付けでＡ社から申立人に申立期間①及び②に支給された賞与に係

る厚生年金保険料、健康保険料及び介護保険料の合計額が返金されたこと

が確認でき、申立人の給与振込口座に係る預金取引明細表により、同日付

けで同額の振込みがあったことが確認できる。 

また、同僚が保管していた給与明細書により、当該同僚は申立期間に賞

与が支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認

できるとともに、上記代表清算人から提出された資料及び当該同僚の給与

振込口座に係る預金通帳により、当該厚生年金保険料が当該同僚に返金さ

れていることが確認できる。 

さらに、上記代表精算人から提出された資料により確認できる厚生年金

保険料、健康保険料及び介護保険料の合計額から推認できる賞与額は申立



人が申述する賞与額とおおむね合致する。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間①の標準賞与額は、上記代表清算人から提出された資料、

同僚の給与明細書及び申立人の申述により推認できる厚生年金保険料控除

額から、９万 7,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明と回答しており、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8967 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①は９万 2,000 円、申立期間②は３万 4,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、３万 4,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

申立期間①について、事業主の回答及び上記資料により、平成 20 年５

月 30 日付けでＡ社から申立人に申立期間①及び②に支給された賞与に係

る厚生年金保険料、健康保険料及び介護保険料の合計額が返金されたこと

が確認でき、申立人の給与振込口座に係る取引明細表により、同日付けで

同額の振込みがあったことが確認できる。 

また、同僚が保管していた給与明細書により、当該同僚は申立期間に賞

与が支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認

できるとともに、上記代表清算人から提出された資料及び当該同僚の給与

振込口座に係る預金通帳により、当該厚生年金保険料が当該同僚に返金さ

れていることが確認できる。 

さらに、上記代表精算人から提出された資料により確認できる厚生年金

保険料、健康保険料及び介護保険料の合計額から推認できる賞与額は申立



人が申述する賞与額とおおむね合致する。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間①の標準賞与額は、上記代表清算人から提出された資料、

同僚の給与明細書及び申立人の申述により推認できる厚生年金保険料控除

額から、９万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明と回答しており、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8968 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①は 16 万 7,000 円、申立期間②は 13 万 3,000 円、申立期間③は９

万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、９

万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

申立期間①について、事業主の回答、同僚の供述及び同僚が保管してい

た給与明細書等により、当時、Ａ社において、賞与は支払月の給与に上乗

せして支給されていたことが確認できるところ、申立人の給与振込口座に

係る預金取引明細表により、申立期間①の前後の期間に同社から申立人に

支給された給与はいずれも同額であることが認められる一方、申立期間①

に支給された給与額は、その前後の期間に支給された給与額よりも多いこ

とが確認できることから、申立期間①において、申立人は同社から賞与を

支給されていたことが推認できる。 

また、申立期間①及び②について、上記代表清算人から提出された資料

により、申立期間③に支給された賞与に係る厚生年金保険料、健康保険料

及び介護保険料の合計額が確認できるところ、当該資料により平成 20 年



５月 30 日付けでＡ社から申立人に申立期間①から③までに支給された賞

与に係る厚生年金保険料、健康保険料及び介護保険料の合計額が返金され

たことが確認でき、申立人の給与振込口座に係る預金取引明細表により、

同日付けで同額の振込みがあったことが確認できる。 

さらに、同僚が保管していた給与明細書により、当該同僚は申立期間①

から③までにおいて賞与が支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除

されていたことが確認できるとともに、上記代表清算人から提出された資

料及び当該同僚の給与振込口座に係る預金通帳により、当該厚生年金保険

料が当該同僚に返金されていることが確認できる。 

加えて、上記代表清算人から提出された資料に記載されている申立期間

①から③までに支給された賞与に係る厚生年金保険料、健康保険料及び介

護保険料の合計額から、申立期間①とその前後の期間に支給された給与額

をもとに算出した申立期間①の賞与額に係る厚生年金保険料、健康保険料

及び介護保険料の合計額を控除した金額と、オンライン記録により確認で

きる標準報酬月額に基づく平成 16 年の社会保険料額の合計額は、同年分

給与所得の源泉徴収票に記載されている社会保険料等の金額と一致する。 

また、上記預金取引明細表により確認できる給与額並びに代表清算人か

ら提出された資料により確認できる厚生年金保険料、健康保険料及び介護

保険料の合計額から推認できる申立期間①及び②の賞与額は申立人が申述

する賞与額とおおむね合致する。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②において、

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。

また、申立期間①及び②の標準賞与額は、上記預金取引明細表、代表清

算人から提出された資料及び申立人の申述により推認できる賞与額及び厚

生年金保険料控除額から、申立期間①は 16 万 7,000 円、申立期間②は 13

万 3,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明と回答しており、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（長野）厚生年金 事案 8969 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①及び②は２万 1,000 円、申立期間③は 24 万 8,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 58 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、24 万 8,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、２万 1,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8970 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①及び②は２万 6,000 円、申立期間③は３万 9,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、３万 9,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、２万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8971 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①及び②は 8,000 円、申立期間③は 6,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、6,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8972 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①及び②は 27 万 5,000 円、申立期間③は 20 万 1,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、20 万 1,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、27 万 5,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（新潟）厚生年金 事案 8973 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①及び②は４万 2,000 円、申立期間③は２万 8,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、２万 8,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、４万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（茨城）厚生年金 事案 8974 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録をそ

れぞれ５万 7,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、５万 7,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたと認められる。 



また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、５万 7,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8975 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①及び②は 46 万 7,000 円、申立期間③は 39 万 2,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、39 万 2,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、46 万 7,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8976 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①及び②は 19 万 2,000 円、申立期間③は 44 万 6,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、44 万 6,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、19 万 2,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



関東（長野）厚生年金 事案 8977 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①及び②は５万 9,000 円、申立期間③は 10 万 8,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、10 万 8,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、５万 9,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8978 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①及び②は 8,000 円、申立期間③は 6,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、6,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8979 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①及び②は６万 8,000 円、申立期間③は８万 8,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、８万 8,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、６万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（新潟）厚生年金 事案 8980 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を申

立期間①及び②は 21 万 3,000 円、申立期間③は 38 万 3,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

             ③ 平成 16 年８月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申

立人は、当該期間に同社から賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、上記資料において確認でき

る賞与額及び保険料控除額から、38 万 3,000 円とすることが妥当である。 

申立期間①及び②について、上記資料には、申立期間①から③までに申

立人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金

額が記載されている。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額及び申

立期間③の保険料控除額を基に算出した賞与額は、申立人が申述している

賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、21 万 3,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立期間①から③までの申立人に係る保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立期間①から③までの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8981 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録をそ

れぞれ 7,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月 25 日 

             ② 平成 16 年２月 25 日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において申立期間に支給された賞

与（半期Ｂ）の記録が無いことが分かった。調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の代表清算人から提出された資料により、申立期間①及び②に申立

人に支給された賞与から控除されたと考えられる社会保険料額の合計金額

が確認できる。 

また、申立人は、申立期間①及び②におおむね同額の賞与が支給された

としているところ、上記資料で確認できる社会保険料額の合計金額を基に

算出した賞与額は、申立人が申述している賞与額とおおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②にＡ社から

賞与の支給を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準賞与額については、上記資料及び申立人

の申述により算出した賞与額から、7,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①及び②の申立人に係る保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明と回答しており、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



業主が申立期間①及び②の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



関東（新潟）厚生年金 事案 8982 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち申立期間①から⑧までに係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたと認められることから、当該期間

の標準賞与額に係る記録を申立期間①は 14 万 5,000 円、申立期間②は３

万円、申立期間③は３万 7,000 円、申立期間④は 15 万円、申立期間⑤は

３万 8,000 円、申立期間⑥は 15 万円、申立期間⑦は 15 万 4,000 円、申立

期間⑧は 15 万 1,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年 12 月 21 日 

             ② 平成 17 年３月 19 日 

             ③ 平成 18 年３月 20 日 

             ④ 平成 18 年６月 21 日 

             ⑤ 平成 19 年３月 20 日 

             ⑥ 平成 19 年６月 21 日 

             ⑦ 平成 19 年 12 月 21 日 

             ⑧ 平成 21 年６月 21 日 

             ⑨ 平成 23 年３月 

    私がＡ法人Ｂ会（以下「Ｂ会」という。）のＣ事業所に勤務していた

時は、年３回（３月、６月、12 月）の賞与を受け取っていたが、国

（厚生労働省）の記録には申立期間の賞与の記録が無かった。 

    申立期間に賞与を受け取り、厚生年金保険料が控除されていたと思う

ので、調査の上、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①から⑧までについて、申立人から提出された給与支給明細書

（賞与）、Ｂ会から提出された給与支給明細書（賞与）及び給与所得に対

する所得税源泉徴収簿から、申立人は、当該期間にＢ会から賞与の支払を

受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて



いたことが認められる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間①から⑧までに係る標準賞与額については、Ｂ会

から提出された所得税源泉徴収簿により確認できる賞与額から、申立期間

①は 14 万 5,000 円、当該事業所から提出された給与支給明細書（賞与）

により確認できる賞与額から、申立期間②は３万円、申立人から提出され

た給与支給明細書（賞与）に係る保険料控除額から、申立期間③は３万

7,000 円、申立期間④は 15 万円、申立期間⑤は３万 8,000 円、申立期間

⑥は 15 万円、申立期間⑦は 15 万 4,000 円、申立期間⑧は 15 万 1,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間①から⑧までの賞与額の届出を社会保険事務

所（当時）に対して行っておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料につい

て納付していないと回答していることから、これを履行していないと認め

られる。 

   申立期間⑨について、Ｂ会は「平成 22 年度から年２回の賞与支給に変

更したため、平成 23 年３月の賞与は職員全員に支給していない。」と回

答している上、当該事業所が保管する「平成 23 年分給与所得に対する所

得税源泉徴収簿」からも、当該期間に賞与が支給された記録は確認できな

い。 

   また、申立人から提出された「平成 23 年分の所得税の確定申告書Ｂ」

から確認できる給与支給額及び社会保険料控除額は、上記源泉徴収簿の給

与支給額及び社会保険料控除額と合致している。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料が事業主により賞

与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間⑨について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8985 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を

95 万 1,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17 年 12 月 20 日 

    申立期間に係る賞与は支給されていたものの、事業主が届出を行って

いなかったので当該賞与の記録が無い。 

厚生年金保険料は控除されていたので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所から提出された申立人に係る平成 17 年分賃金台帳により、申

立人は、申立期間に当該事業所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の標準賞与額については、申立期間に係る当該賃金台帳に

おける保険料控除額から、95 万 1,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主

による納付義務の履行については、事業主は、申立期間に係る賞与支払届

を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、保険料も納付していないと

していることから、社会保険事務所は、申立人が主張する申立期間におけ

る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



関東（埼玉）厚生年金 事案 8986 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を

102 万 7,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17 年 12 月 20 日 

    申立期間に係る賞与は支給されていたものの、事業主が届出を行って

いなかったので当該賞与の記録が無い。 

厚生年金保険料は控除されていたので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所から提出された申立人に係る平成 17 年分賃金台帳により、申

立人は、申立期間に当該事業所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の標準賞与額については、申立期間に係る当該賃金台帳に

おける保険料控除額から、102 万 7,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主

による納付義務の履行については、事業主は、申立期間に係る賞与支払届

を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、保険料も納付していないと

していることから、社会保険事務所は、申立人が主張する申立期間におけ

る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



関東（長野）国民年金 事案 5576 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年４月から８年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 46 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成７年４月から８年３月まで 

私は、平成６年４月から８年３月までＡ市在住であった。平成７年度

についても６年度と同様に、Ａ市役所で７年４月頃、国民年金保険料の

免除申請書を提出した。申立期間を未納ではなく、免除期間としてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成７年４月頃にＡ市役所で国民年金保険料の免除申請書を

提出したと申述しているが、申立人は、「免除申請書を提出した。」とす

るのみで、当該免除申請手続の具体的な状況が不明である。 

また、Ａ市役所の回答によると、平成６年５月 10 日に平成６年度の免

除申請書を同市に提出し、後日、承認されたことは確認できるが、７年度

の免除申請書が提出された記録は無いとしているほか、オンライン記録に

おいても、申立人の免除承認済期間は６年４月から７年３月までとなって

いることから、申立人の申立期間に係る免除申請手続について確認するこ

とはできない。 

さらに、申立人が申立期間について、免除の申請を行ったこと、及び免

除の承認を受けたことを示す関連資料も無く、ほかに免除の承認を受けた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



関東（新潟）国民年金 事案 5577 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年９月から 58 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年９月から 58 年４月まで 

私は、昭和 57 年８月に勤務先が倒産したために、夫婦一緒に国民年

金に加入した。 

私たち夫婦の国民年金の加入手続は、妻が昭和 57 年９月頃にＡ町役

場（現在は、Ｂ市役所）で行い、国民年金保険料も妻が同町役場で納付

していたはずであり、妻の申立期間の保険料は納付済みとなっている。 

申立期間が国民年金の未加入期間となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その妻が昭和57年９月頃に夫婦二人分の国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付していたと申述しているが、その妻は、自

身の国民年金の加入手続は、同年10月か11月頃に行ったと思うとする一方、

申立人の加入手続の時期は覚えていないとしている上、保険料納付に関す

る記憶が明確でなく、申立人自身は、加入手続及び保険料納付に直接関与

していないことから、これらの状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和53年８月頃に払い出されたと推認され、この頃

に国民年金の加入手続が行われたと考えられ、申立人に係るＡ町の国民年

金被保険者名簿、国民年金被保険者台帳及びオンライン記録によると、申

立人は、同年７月21日に国民年金の被保険者資格を取得し、54年７月１日

に国民年金の被保険者資格を喪失後、国民年金被保険者資格を再取得した

形跡が見当たらないことから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、

制度上、国民年金保険料を納付することはできない期間である上、当委員

会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申立人に別の国民



年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



関東（埼玉）国民年金 事案 5579 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年９月及び 52 年８月から 60 年３月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 50 年９月 

             ② 昭和 52 年８月から 60 年３月まで 

私が、実家のあるＡ県Ｂ町（現在は、Ｃ市）の役場に勤務していた時

期等の国民年金保険料が未納となっている。昭和 60 年５月に結婚して

Ｄ県Ｅ市へ引っ越した後の同年 12 月頃に、Ｅ市の郵便局か銀行で 20 万

円くらいを一括して納付した記憶がある。 

申立期間が未納となっているので調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 60 年５月に結婚してＥ市へ引っ越した後、転居前に

住んでいたＢ町から国民年金保険料の納付書が送られてきたので、数年分

の保険料の未納分 20 万円くらいを、同年 12 月頃にＥ市の郵便局か銀行で

一括して納付した記憶がある。」と申述している。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の

被保険者の資格取得時期から昭和 59 年３月頃に払い出されたと推認され、

この頃に申立人の国民年金の加入手続が行われたと考えられるところ、申

立人が数年分の保険料を一括して納付したとする 60 年 12 月の時点では、

申立期間①及び申立期間②のうち 52 年８月から 58 年９月までの期間は、

既に時効により保険料を納付できない期間となっている。 

また、申立人が保険料を一括納付したとする昭和 60 年 12 月の時点では、

申立期間②のうち 58 年 10 月から 60 年３月までの期間は、国民年金保険

料を過年度納付することが可能な期間ではあるが、Ｃ市からは、「昭和

60 年当時、（Ｂ町）役場から県外の転居先住所地まで納付書を送付して

いたものは、住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税であ



る。」との回答があるほか、国民年金保険料の過年度分については国庫金

の扱いとなり、通常は社会保険事務所（当時）から納付書が送付されるこ

とから、申立人に転居前の住所地であるＢ町から過年度納付書は送られて

いないと考えられる上、当該期間の保険料は約 11 万円であり、申立人の

記憶する保険料額と相違している。 

さらに、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、

申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



関東（新潟）厚生年金 事案 8983 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和６年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 23 年９月 18 日から 27 年５月 30 日まで 

    申立期間において脱退手当金が支給されていることになっているが、

脱退手当金を受給した記憶は無いので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の保険給付欄には、

脱退手当金の支給に係る記録（支給金額、資格期間及び支給年月日等）が

記載されており、その内容はオンライン記録と一致している上、申立期間

に係る脱退手当金はその支給額に計算上の誤りは無い。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された当時は、通算年金制度創設

前であるなど、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえ

ない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

  



関東（茨城）厚生年金 事案 8984（茨城厚生年金事案 1949 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34 年１月 16 日から 37 年４月２日まで 

私がＡ事業所に勤務していた期間のうち、本店からＢ支店に異動して

いた期間の標準報酬月額が、それ以前と比べ低くなっている。私は、異

動して給与が減額された覚えは無い。申立期間については、既に年金記

録確認茨城地方第三者委員会（当時）に申立てを行い、認められないと

の通知がされているが、新たにＡ事業所から受領した｢辞令｣及び申立期

間の一部に係る昭和 34 年４月分から同年 12 月分までの｢給料明細表｣を

提出するので、調査・審議の上、申立期間の標準報酬月額を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ａ事業所から提出された職員原簿に

より、申立期間の前後を通じた期間における申立人の月俸と臨時手当の合

計額は、オンライン記録における標準報酬月額以下であることが確認でき、

同事業所は、申立人の申立期間における基本給は、職員原簿上の月俸に臨

時手当を足した金額であったと思う旨の回答をしているほか、同僚照会に

おいても申立人の給与に係る具体的な証言は得られず、オンライン記録に

より、申立人と同様に、他支店異動後の標準報酬月額の方が低額となって

いる同僚も確認できることなどから、既に年金記録確認茨城地方第三者委

員会の決定に基づき、平成 24 年７月 25 日付け年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われている。 

今回、申立人は、Ａ事業所発行の申立期間を含む 19 通の｢辞令｣及び申

立期間の一部に係る昭和 34 年４月分から同年 12 月分までの｢給料明細表｣

  



を提出し、再度審議してほしいと申し立てているが、提出された｢辞令｣に

記載された月俸は、先に同事業所から提出された職員原簿に記載された内

容と一致している。 

また、申立人が提出した昭和 34 年４月分から同年７月分までの｢給料明

細表｣に記載されている給与支給額は、それぞれ申立人の当該期間のオン

ライン記録における標準報酬月額１万円を上回っているものの、同明細表

に記載されている厚生年金保険料控除額｢150 円｣は、申立人の当該期間の

標準報酬月額１万円に係る当時の保険料額と一致している。 

 さらに、申立人のオンライン記録における標準報酬月額は、昭和 34 年

８月１日付けで、１万円から１万 4,000 円に改定されているところ、申立

人から提出された同年８月分から同年 12 月分までの｢給料明細表｣に記載

されている給与支給額は、当該標準報酬月額に相当する支給額であること

が確認できる上、同年８月分及び同年９月分の明細表に記載されている厚

生年金保険料控除額は｢150 円｣、同 10 月分には、｢210 円｣の表記の上部に

｢（８．９月追加）120 円｣、同年 11 月分及び同年 12 月分には｢210 円｣と

記載されており、Ａ事業所Ｂ支店が、申立人の上記標準報酬月額の改定に

伴い、同年 10 月の給与支給において、標準報酬月額１万円に係る保険料

控除額｢150 円｣から、標準報酬月額１万 4,000 円に係る保険料額｢210 円｣

に変更し、同年８月分及び９月分との差額保険料分｢120 円｣を追加控除し

たことが認められる。 

以上のことから、今回、申立人から提出された新たな資料については、

いずれも年金記録確認茨城地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新

たな事情とは認められず、このほか、年金記録確認茨城地方第三者委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立期間

について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

  




